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１．概念 

 ほとんどの人が、「名前」を持っている。そして、「氏名」とか「姓名」と呼ばれるようにその人固有の名前とその前(上)に

つける氏（姓、名字、苗字）の組み合わせになっている。固有の名前はほとんどの場合、その人一代であるが「氏」の方は代々

受け継がれてきた。そして、受け継がれていくようだ。このしくみを考えていきたいと思う。 

 ここで取り上げているのは、現在(２００７年)の日本における「氏」の制度についてである。つまり、現在の民法(戸籍法)

において、定義されている「氏」についてである。よって、住民票、住民基本台帳、ペンネームや通名、屋号、外国人名など

は含まない（参考としては取り上げる）ものとする。特に歴史や法律の変化によって「氏」が発生したり消滅したりする有り

様に着眼した。 

 また、「氏」という語に封建的背景を見出す人もいるようだが、ここではあくまで「法的」にということで「氏」を使うこと

にする。なお、氏・姓・名字・苗字の別については、「２．歴史」で取り上げる。 

 



２．歴史 

 Ⅰ．「氏」の成り立ちから現在まで 

 

〔姓名〕 ＝皇親の皇籍離脱 → 臣籍降下によって賜姓（天皇から姓名を与えられる）されたもの 

政治的な意味合いとして、天皇を上位者と認め忠誠を誓う。 

天皇は姓名を持たない（皇親も同じ） 

例：源・平・藤原・橘 天皇との関係を示す 

古代における「姓
かばね

」に由来 

それぞれの氏集団の棟梁（氏上
うじのかみ

）に対する尊称 
それが大和朝廷時代

に、朝廷での序列を示

す位の意味に転じた。

氏名
うじめい

＝氏
うじ

集団の名 

(別) 

後に区別がなくなった（大宝律令後） 

※ 姓名と名字は別 例：◆北条氏は公的（皇的）書類では、常に「平」と自署し、私的な名字である「北

条」とは書かなかった。 

◆織田信長も「藤原信長」と名乗る（１５４９年１１月） 

◆徳川は、苗字で、朝廷に出す書類では、常に「源」姓である（江戸幕府の将軍）

〔名字〕 元来は「称号」であった 

藤原の氏人達がお互いを区別するためその住居の所在地の地名で呼び合

うようになったもの（平安時代） †この時代、結婚すると男は妻の家に

住んだ。→ 父と子が別々に住むので父と子でも「称号」が違った。 

同一人物でも住むところが変われば「称号」も変わった 

１２～１３世紀、母系制から夫系制に変わる（夫が父の邸を相続し、そ

こに妻を迎え入れる方式へと変化した） → 父子の称号が同じになり、

代々受け継がれるようになった。 

一定の家系の呼び名に転化 「名字
みょうじ

」 
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、
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公家社会では、住所。 

武家社会では、住所とは限らない（領地や本領に由来した） 

武家の名字のもとになった領地のことを「名字の地」という。これを武家は、‘一所懸命ノ地’と

して、命がけで守ろうとした。 

〔苗字〕 
         苗字・通称 ・氏 ・実名 

・「大石内蔵助」→大石・内蔵助・藤原・良雄 

・「乃木十郎」 →乃木・十郎 ・源 ・希次 

例
１．江戸時代、一般庶民は、水飲み百姓など最下層に至る

まで、全員が苗字を持っていた。 

２．しかし、私的な場合にのみ苗字を名のったが、公的な

場合は名のらなかった。 

３．苗字公称の特権を持つ者は、知行所を持つ石取りの武

士だけ。 

４．町人は、屋号が苗字の代用をはたしていた。 

どちらも残り、共に用いられた。 

祖先・血統が同じものの団体。古代において祭祀、居住地、

官職などによって結合した政治団体。 

〔氏〕

明治になっても政府の重要書類では苗字でなく

氏を署名していたが、次第に廃止された。

その後、当用漢字（常用漢字）表では、「苗」を「ミョ

ウ」と読まないので、「名字」を用いる場合もある。 



Ⅱ．「氏」に関する法の変遷 

 現在法律用語としては「氏」を使用しているが、明治のはじめは、法的にも揺らいでいた。江戸時代は、主として「苗字」

が使われ、その後、苗字、苗氏、氏、姓などの混用を経て「氏」に統一された。 

 部分的改正は、頻繁に行われており（平成になってからも２０回弱改正）、国際結婚の増加、夫婦別姓制度に対する盛り上が

りもあり、今後はその頻度も増しそうである。 

 主な法律を年表にした。 

１８７０（明治３）年９月４日：太政官布達（今より平民の苗字、差し許さること）〈苗字の自由〉 

１８７１（明治４）年４月４日：戸籍法制定 

１８７２（明治５）年１月２９日：戸口調査開始 → 戸籍作成（壬申戸籍） 

１８７２（明治５）年暮れ：全国で壬申戸籍完成 

１８７３（明治６）年１月１０日：徴兵令制定 

１８７５（明治８）年２月：太政官布達（自今、必ず苗字を相唱うべし。最も祖先の苗字、不分明の向きは、新たに苗字を設

くべし。）〈苗字の強制〉（このときから数年を経て、１０数万種の「氏」が公的に認められた(創り出された)） 

１８７６（明治９）年３月：太政官布達（婦女、人に嫁するも、なお所生の氏を用ゆべき事、但し夫の家を相続したる上は、

夫家の氏を称すべき事） 

１８７６（明治９）年８月３１日：父と子は同じ苗字でなければならない 

１８７６（明治９）年５月９日＋１８７７（明治１０）年２月９日：家族の苗字は戸主の苗字と同じでなければならない 

１８９８（明治３１）年６月２１日：旧民法、改正戸籍法公布（女性は結婚したら夫の苗字を名のらなければならない） 

１９４７（昭和２２）年１２月２２日：新民法公布（結婚した夫婦はどちらの苗字を名のってもよい、但し同一） 

１９６７（昭和４２）年：住民登録法を改正した住民基本台帳法の施行により、戸籍とリンクした住民登録制度が開始された。 

１９７０（昭和４５）年４月：壬申戸籍を封印（後廃棄年度経過） 

１９７６（昭和５１）年：（離婚した旧夫婦の苗字は本人の自由選択） 

１９７７（昭和５２）年：法務省、同和対策除籍等適正化事業により、除籍現戸籍の差別内容塗抹。 

２００２（平成１４）年：仙台市で２００１年に発生した自動車窃盗団による戸籍不実記載事件により、内容訂正歴のある戸

籍の再製を求める声が高まり、不実記載があった戸籍を作り直せるようになった。 

２００２（平成１４）年８月５日：住民基本台帳ネットワークシステムが稼動 

 



Ⅲ．〈日本人〉の境界の場合 

 日本人が増えたり減ったりすることにより、当然「氏」も増減してきた。明治以来、日本人の総数は、戦争による激減を経

験しながらも増え続けたが、ここにきて少子化の影響により減少に転じている。 

 日本の「氏」の総数や種類を見ていく上で必要なことは、日本人の概念である。「日本人」とは、どこまでの範囲を指すので

あったか（もしくは、あるのか）。実はそれほど明白ではないのである。「〈日本人〉の境界」（小熊英二）において、研究され

ているので、それをもとに各境界上の地域（在住者）について見ていきたいと思う。具体的には、明治以前は、別の「国」ま

たは、植民地であったと主張されることのあるアイヌと琉球の人々、また、戦前に日本国籍を持っていた（持たせられた）朝

鮮や台湾の人々についてである。 

 『言うまでもないが、ここでいう「日本人」とは不動の実体ではなく、時期や状況によって変動する言説上の概念に過ぎな

い。ある一群の人びと、例えば沖縄や朝鮮の原住者は、時期や状況によって「日本人」と見なされたり、また見なされなかっ

たりするのである』（同書） 

 ❶．アイヌの場合 

 日本に同化させられたアイヌの場合はどうなのか。アイヌ民族は文字を持たなかったので、詳しい歴史はわからないが、次

のような研究がある。 

「アイヌの名前が次第に和名でも記録されるようになったのは、第２回目の幕府の同化政策が実施された１８５５（安政２）

年頃からであり、それ以前のアイヌはほぼアイヌ名のみを持つ状態であったと考えられる。その頃、アイヌ名には姓と名の区

別はなく、アイヌは姓を持たなかった。」（１９世紀中葉の根室場所におけるアイヌの改名と命名規則の空間的適用範囲 遠藤

匡俊） 

 つまり元来アイヌは、氏姓を持たなかったようである。それは、アイヌという文化が、家族という支配、財産制度を持たず、

集落単位の共同体を形作っていたようで、子供も「その親の子」というよりは、「その集落の子」という考え方をしていたよう

である。それが江戸幕府、そして明治政府の政策により、強制的に「氏」を付けられたわけである。だからアイヌ古来の「氏」

（姓）というのは、全くないのである。では、日本風の「氏」としてどのくらい増えたかというのは不明である。 

 アイヌについては、北海道内のアイヌについて述べた。樺太アイヌ、千島アイヌなどに対しては、特別法令が発布されたり

したが今回は調べきれなかったし、先住の少数民族（オロッコ、ギリヤークその他）については、さらに不明である。 

 

 ❷．沖縄の場合 

 元来、琉球には厳密な意味で「氏」に相当するものはなかったようである。つまり、１５世紀半ばの第一尚氏王統が成立す

るまでは、「氏」があったことは確認されていない。 

 その後、士族は日本風の「大和名(やまとぅなー)」と中国風の「唐名(からなー)の両方を持つようになる。明国と冊封（冊

封（さくほう）とは、中国王朝の皇帝がその周辺諸国の君主と名目的な君臣関係を結ぶこと）関係にあった琉球王朝は、１６

０９年の薩摩藩による侵攻以来、日本と中国に両属してきた。明治政府は琉球王国を琉球藩として日本に組み入れ、１８７１

年に廃藩置県（琉球処分）を迎える。中国(清)が、琉球に対する日本の主権を認めたのは、日清戦争後の下関条約（１８９５

年４月１７日締結）においてである。琉球処分後、沖縄にも戸籍制度が適用され、王とその直系の子孫は「唐名」を、その他

の士族はすべて「大和名」を戸籍名とし、庶民も多くは、地名などから「氏」を創った。 

 沖縄は、１９４５年から１９７２年まで、アメリカ合衆国により統治される。その間の主な出来事を年表にしてみる。 

   １９４５年４月１日：アメリカ軍上陸。「琉球列島米国軍政府」設立。 

   １９４６年２月：奄美群島が米軍政当局下に置かれる。 

   １９４６年：琉球列島米国軍政府を「琉球列島米国民政府」に改組。 

   １９５２年２月１０日：吐噶喇(トカラ)列島本土復帰。 

   １９５２年４月２８日：サンフランシスコ講和条約発効。沖縄諸島の潜在的日本主権確認。 

   １９５３年：戸籍整備法制定。 

   １９５３年１２月２５日：奄美群島本土復帰。 

   １９６８年６月２６日：小笠原諸島本土復帰。 

   １９７２年５月１５日：沖縄県本土復帰。 

 戦災により、沖縄県の戸籍は、宮古・八重山群島を除き、そのほとんどが滅失した。米軍占領下において、滅失した戸籍に

代わるものとして「臨時戸籍」が創られた。これは、本籍の他にも現住所が記載され、戸籍が滅失しなかった先島諸島や奄美

諸島、本土籍の者、さらには無国籍者や外国人でも対象になった。また氏名には、ローマ字でルビが付された。 

 戦後、戸籍整備法により、戸籍の再編は進められたが、関係者の記憶（申告）によるものであったので、正確性に欠け、現

在でも戸籍訂正事例が発生している。独自の漢字使いをする氏を本土風の漢字に置き換える改氏を行ったり、文字はそのまま

で（住民票の）読みを標準語に近づけることなどが見られた。また、父系の血縁集団である「門中(むんちゅう)」毎の話し合

いで、本土風に改氏した人たちもいた。 

 アメリカ統治時代、通貨はアメリカ軍票のＢ円が用いられ、日本本土との往来は、パスポートが必要とされた。沖縄に本籍

を置く本土在住者は、届書を沖縄現地に送付できない状況下にあり、転籍を制限された（米国民政指令１９５４年）。そのため

複本籍(重複戸籍)も発生した。 



 このように沖縄は複雑な歴史を辿ってきており、「氏」についてもその発生と消滅の実数はなおさら不明である。 

 

 ❸．朝鮮の場合 

 朝鮮との問題は、今でも、時には感情的に、様々な場面で取り上げられてきている。ここでは「氏」に関してのみ取り上げ

るので、政治的・社会的事柄は、取り立てて触れないものとする。 

 歴史的には、１９０９年大韓帝国は民籍法を制定。１９１０年に韓国併合。１９２２年朝鮮戸籍令。１９４０年創氏改名施

行。１９４５年日本敗戦。１９４６年朝鮮姓名復旧令。１９５２年サンフランシスコ平和条約。１９６５年日韓基本条約調印

発効。といったことが行われた。 

 つまり、併合により、朝鮮半島に住む人々と出身者、約１０００万人が、日本国籍となり、「氏」を持つことになり、１９４

５年の解放により、１９４６年に正式に失われた。 

 では、どのような「氏」を持って、そして失ったのか。「朝鮮戸籍令」によって、日本の戸籍に近いものが形作られ、「創氏

改名」政策によって、さらに日本本来の戸籍に、観念的に近いものになった。 

 「創氏改名」の中身を見てみよう。見てわかるように、氏を創り、名を改めるわけだが、「創氏」と「改名」の２段階からな

っていた。「創始」は、「設定創氏」と「法定創氏」があり、前者は主に日本風の氏に届け出た場合、後者は、届け出なかった

人が強制的に戸主の姓を付けられた場合である。朝鮮戸籍には、「本貫」欄があり、ここに本貫（先祖の出身地）と従来からの

朝鮮姓が書かれた。朝鮮半島在住朝鮮人での創氏の割合は、設定創氏７６．４％、法定創始２３．６％であり、日本内地の朝

鮮人では、設定創氏が１４．２％、法定創始８５．８％であった。「改名」は任意であり、裁判所の許可が必要で、また有料で

あった。そのため「改名」を行った人は少なく、朝鮮半島では、９．６％であった。なお、王公族は皇族と同様に戸籍法令の

適用を受けなかったので、創氏改名の対象にはならなかった。（％数値はいずれも朝鮮総督府統計資料から） 

 これによって数的には、どのぐらい増えたのだろうか。韓国統計庁の発表（２０００年）によると韓国の姓は２８５種とい

うことである。すでにある「氏」も含まれるだろうし、「設定創氏」の増加分を考えてもそう多くは増えなかったように思われ

る。そしてそれが消滅したわけである。 

 

 ❹．台湾の場合 

 １７世紀のオランダによる植民統治を除き、それまで、主に中国の属領として台湾は存在していた。中華人民共和国は、台

湾政府（中華民国）を認めておらず、１９７２年に日本は中華人民共和国と国交回復した手前、現在でも日本と中華民国は国

交断絶状態というのが建前である。 

 朝鮮より１５年ほど遡る１８９５年、中国(清)との下関条約により割譲され台湾は日本の一部になった。人口としては、３

００万人ほどである。そして、朝鮮と同じように１９４５年に解放された。その後、蒋介石の国民政府が支配統治する。 

 台湾でも１９４０年同日「改姓名」制度は施行されたわけだが、許可制を取った。条件として、日本語を常用し、神道を崇

拝し（神棚を設置）、犯罪者のいない家庭が「改姓名」をできた。そのため「改姓名」をしたのは、１．６％程度である。つま

り、日本風の「氏」を創設したのは、ごくわずかの人で、ほとんどの人が従来の中国姓を「氏」として戸籍に登録した。 

 台湾の姓は、ほとんどが中国由来のものであるから、それらが「氏」として増えたはずである。では、中国の姓はどのくら

いあるのか。一般に１０００程度といわれているようだが、この数値は調査が行き届いていなかった頃から引き継がれている

ようで、現在でも新たな姓が見つかっている。総数は、５０００以上あるのではないか。また、少数民族は、カウントされな

いことが多いようだ。 

 台湾の中でも少数民族は、日本統治とは別に「改姓」が進んで従来の姓は消失が進んでいる。１９９４年に法改正があり、

もとの民族姓に戻せるようになったが、主に差別にあうためという理由から、戻す人は少ないようだ。 

 台湾の場合は、どのくらい増えたかはわからないということだ。そして、それは失われたのである。 

 

 



３．現状 

 Ⅰ．現状 

 今、日本にはどのくらいの「氏」があるのだろうか。３０万以上という研究者や 8 万程度という研究者もいる。これ

は、ひとつは、カウントの仕方によるので、例えば「上田」氏の場合、読みが、「ウエダ・ウエタ・アゲタ・ウワダ・カ

ミダ・ウエデン・カンダ・カミタ・コウダ・ジョウダ・ジョウタ」などがありそれを区別するかしないか。また「サイ

トウ」氏の場合「斎」の字の異字が、数多くあり、それを区別するかしないかで、全体の総数は大きく変わってしまう。

しかるに常識的取捨選択によれば１０万強ぐらいが妥当な数だと考えられる。それに根本的問題として、「戸籍」には読

みの記載がない。つまり、上記の「上田」氏を例にとれば何と読もうが、戸籍上は同じとなる。なお、住民票には、読

みも記載されているが、あくまで便宜上のもので本人が申請すれば変更してくれるようだし、役所によっては、読みを

記載していないところもあるようだ。極端に言えば、「上田」氏の人が、「私の氏は、上田と書いて、アベと読むのです」

と申請しても受理される可能性がある（現実問題として、常識的な名前を促さられるだろうが、申請の受理不受理は役

所の窓口担当者によってばらつきがあるようである） 

 では、この「氏」の数の増減は、どのような仕組みが担っているのか。民法７５０条で、『夫婦は婚姻の際に定めると

ころに従い、夫または妻の氏を称する』とある。つまり、結婚のときに夫か妻いずれかの氏を選び、それを夫婦の氏と

する。子供が生まれれば原則として、親の氏を名のる（未婚の親の子は母親の氏を名のる） 

 日本の現状では、戸籍法によって、戸籍が管理規定されており、簡単には発生も消滅もされないようになっている。

「戸籍制度」自体が世界的には少数派で、発祥地の中国および周辺国が採用している（中華人民共和国、大韓民国、北

朝鮮、台湾など。但し、大韓民国は、２００８年に戸籍制度を廃止することが決まっている） 

 この戸籍法第１０７条第１項には、次のようにある『やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆

頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。』 では、「やむを得ない

事由」とは、どういうことか。判例として、大阪高裁（昭和３０年１０月１５日）のものにこうある『やむを得ない事

由は、当人にとって社会生活上氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、

客観的に見ても是認されるものであることを要する』。ちょっとやそっとの事情ではダメなのである。「真にやむを得な

い事情」とは何かというのは、別項にて具体例を見ていきたいと思う。 

 

 Ⅱ．問題点 

 「氏」の発生と消滅を考えていく上で、必要な事柄がある。ある時点での「氏」の総数である。だが、古代のある資

料（６７０年の庚午年籍）以外、現在まで公式に出されたものはない。（人別帳や宗門帳、過去帳なども作られたが地域

的、特定階級的なものでしかない） 

 そこで２次的資料としてＮＴＴの電話帳や生命保険会社などの顧客名簿が使われてきた。近来は、データ数の多いＮ

ＴＴ電話帳の電子データ化により、多くの研究者がこれをメインデータとして使用しているようだ。しかし、電話帳な

らではの問題点がいくつかある。次のような点である。(森岡浩氏によるものをまとめた) 

・電話帳記載の個人名は本名もしくはその正しい表記とはかぎらず、重複する可能性もある。 

・漢字の読みが記載されておらず、掲載位置から推測するほかない。 

・姓名間の区切りのないものが多くあり、名字と名前を区別することが困難なことがある。 

・電子電話帳記載の読みは製作会社の判断により、区切りミスがしばしばある。 

・電子電話帳のデータは、ＮＴＴの電話帳をＯＣＲソフトで読み込んで作るため、良く似た字と誤判読する危険性があ

る。 

・携帯電話の普及、及びプライバシー保護の意識から、電話帳の掲載件数が減少している。 

 それぞれの研究者は、電話帳のデータに加えて、独自の収集を行っている。各種名簿や書籍、最近ではインターネッ

ト上で募っている方も見受けられる。ここで問題となるのは次のような点である。 

＊時間的に数１０年（ものによっては１００年以上）の隔たりのあるものが集められている可能性があり、すでに消滅

しているものも含まれるようだ。 

＊手書き資料の誤記入、パソコン（ワープロ）の誤入力をそのまま有効としてしまっている。 

＊読みを区別している場合、方言や聞き違いをそのまま有効にしてしまっている。（これは当人が正式だと勘違いしてし

まい、代々受け継がれている例もかなりあるので判断は難しい） 

＊信憑性の乏しい、俗に言う「幽霊姓（名字）」が含まれる。（偽名や物語の登場人物名など） 

＊インターネット上での書き込みはさらに信憑性が疑わしいものが見受けられる。 

 このように「氏」をどうカウントするかということも問題になる。公的には一切報じられていないので、各研究者の

判断によって「氏」の規定もまちまちである。 

 

４．将来 



 「氏」の増減は偏
ひとえ

に法律に依存する側面を持つ。また、天変地異が起こるかもしれない。国際化の動きがさらに活発

になり、国を跨いだ人の動きも流動的になるかもしれない。しかし、ここでは現在の状況に立脚して将来を考えてみた

い。ただ、それが有効なのは精精数１０年先までのことであろうと思う。 

 

 Ⅱ．消滅 

 「氏」が消滅する場合を考えてみよう。誰でも考えることは、希少氏の構成者が全員死亡か、結婚、養子縁組などで

改氏した場合、ということだろう。では、その数はどうなっているのだろうか？ 残念ながら、データを持っているは

ずの政府が公表しない（調査統計も取っていないらしい）ので、実情は不明である。 

 統計学として検証された方がいるが、興味深い試みではある。詳しくはあとで触れることにする。ただ、統計学の性

質上、そのときの法律（戸籍法など）が改正されないという前提である。当然、幾ばくかの改正はあるだろうし、国民

の意識が大きく変われば「氏」に関する法体制も変わるだろう。また、国際情勢の変化や戦争、革命などが万一起これ

ば大きく変わるだろう。 

 法律を別にしても、戦前・戦後ほど「家」に対する思い入れも減少しているようで、家名を継ぐために無理に養子を

迎えたりすることも減っているようである。また少子化により出生率が減っているので、「氏」の消滅率は上がっている

と思われる。 

 その他の例では、希少氏の全員が他国へ帰化した場合などもある。（また実例は不明だが、拉致・誘拐などにより、他

国へ連れ去られた場合も想定できる、が、これは考えすぎたろう。ただ、第２次世界大戦後は、戦地に残った兵士がい

るし、もちろん戦死者も数多い） 

 また、家庭裁判所に「氏の変更許可審判申立」することにより、認められれば「氏」を変更することができる。この

とき「申立の実情」項目に「奇妙な氏である」と「むずかしくて正確に読まれない」というのがあり、他の項目（別項

にて取り上げる）に比べて改氏しやすいようである。この「奇妙な氏」と「むずかしくて正確に読まれない」というこ

とは、自ずと希少氏の可能性も大きいわけで「氏の消滅」につながる事例である。 

 さらに、旧字体を通用字体に変更する場合や誤字・俗字を訂正する場合は、役所で「文字更正の申し出」を行えば、通用字

体に変更することが可能である。これは簡単にできてしまい、そして、逆はできないので、「氏」の消滅は進むであろう。（例：

○渡邊→渡辺、○髙島→高島、×渡辺→渡邊、×高島→髙島） 以前は役所の担当者が手書き（毛筆のちにペン書き）によっ

て戸籍簿に記入していたので、驚くほど誤字が多かった。また一度受理されると明らかな誤りであろうとなかなか訂正しても

らえなかった。名前ではなかったのだが、昭和３０年頃、私の母が婚姻届を出したとき、性別が「男」になっていたそうであ

る。「男と男が結婚できるわけないだろう」と訂正を求めたが、「一度受理したものは変えられない」と断られたそうである。 

 統計的にシミュレーションした研究を見てみよう。ここでは主なもの２つを取り上げる。 

 まず、『姓の継承と絶滅』（佐藤葉子，瀬野裕美）であるが、これは、Galton-Watson 型分枝過程モデルを使って、シミュレ

ーションしている。これは、ある１つの個（世帯）を出発点とし、世代交代毎に姓を継承する次世代世帯数がランダムに増減

すると考える。同研究者はこれにいくつかの仮定を加えてシミュレーションを行っている（詳細は同書参照）。私見としては、

実際的ではないと思われる。 

 つぎに『日本人の名字の統計解析』（千田敏，間瀬茂）である。これは、前書とは別の統計学的処理を行う、Zipf分布とYule

分布を使ってシミュレートしている。結論を言えば、希少氏の場合はこのモデルではシミュレートできないようだ。 

 また、上記のGalton-Watson型分枝過程モデルを改良してシミュレートもしている。それによれば、今後１世代で５０００

種類、５世代では、１６０００種類の「氏」が消滅するという。これを元に過去の消滅数も計算を試みており、過去１世代で

６３００種、過去２世代で１５０００種あまりが失われたという。もちろん第２次世界大戦中の死亡数は考慮していない。こ

れが現実であれば、明治以来相当数の「氏」が消滅したことになる。 

 判例から「氏」の消滅例をさぐってみよう。市長が、氏の文字を正字に訂正したが、裁判で合法となった例がある。

（東京家裁 平成６年） このような形で消滅していく恐れは大いにある。ただし、「区長が氏名の俗字または誤字を一

方的に訂正したのは許されない」という判例もある（東京家裁） 

 

 Ⅲ．発生 

 では、「氏」が発生する場合というのはどうだろうか。前に見たように現状では、簡単に「氏」を創設することはでき

ない。法的にも消滅より難しいようだ。変える場合は家庭裁判所の許可が必要となる。 

 そこで家庭裁判所への申立実情項目を見ていきたいと思う。実情項目には、以下の８つがある。 

１) 婚姻前の氏にしたい。 

２) 婚姻中に称していた氏にしたい。 

３) 外国人の配偶者の氏にしたい。 

４) 奇妙な氏である。 

５) むずかしくて正確に読まれない。 

６) 通称として永年使用した。 



７) 外国人の父・母の氏にしたい。 

８) その他 

１)と２)は、主に離婚によって、氏の変更がなされる場合であろう。これによる増減は希少氏の最後の１人の場合があ

るだろう。 

３)について。日本人が外国人と結婚した場合、そのままだと夫婦別姓になるが、申請（結婚６ヶ月以内）によりどちら

かの氏を夫婦で名のることができ、このとき、外国人氏として増える場合がある。そしてこの３)は、結婚６ヶ月以上が

過ぎた場合の申請項目である。なお、結婚した外国人の「氏」が、元々、漢字でない場合はカタカナになり、中国人の

ように漢字の場合は、そのまま漢字になる。蛇足だが、夫婦別姓を希望する人は外国人と結婚すれば簡単に夫婦別姓に

なれるのだが、いかがだろうか。 

４)と５)は、内容からして新たな氏の創設に至ることはあまり考えられない。 

６)は、内縁関係だった者がそれとは知らずに永年配偶者の氏を使用していた場合の救済処置が主のようであり、ペンネ

ーム使用などもここに当てはまるだろうが、認められるかどうかは微妙である。（判例あり） 

７)も３)と同じ主旨の対子供項目である。 

８)は、特異な事例である。 

 ただ、基本的なこととして、これらは身分変動を伴わない「呼称上の氏」への変更であり、「民法上の氏」は不変である。判

例として次のようなものがある。「我が国の戸籍実務は、日本人は、外国人との婚姻によって、当然には、外国人配偶者の氏を

称することにはならないとの立場をとっているので、その氏は、そのままでは、婚姻の前後を通じて同一であり、変わること

はない。このような取り扱いをする実質的な理由は（一）個人の呼称は、各国まちまちであり、その変動の理由が我が国のそ

れとは同一でないこと、（二）我が国の戸籍法は、民法の規定する氏にしたがって取り扱われるため、外国法または慣習、習俗

によって定まる婚姻後の個人の呼称を戸籍に記載することは、必ずしも容易ではないところにあるといわれている。」（大阪高

裁平成３年） さらに上記の観点から、一夫多妻制の国において一夫多妻で婚姻した場合も微妙な判断がなされるようだ。 

 発生の事例も判例からさぐってみよう。 

永年結合氏（例：ハロルド山田）を通用してきたので、戸籍上でも結合氏にするのを認められた「戸籍法は、外国人との婚姻

時に夫婦双方の氏を結合した新たな氏へ変更することについて規定していない」（神戸家裁など複数例有り）、 

ペンネームを戸籍上の氏名に認められた「３０年以上使用し、かつ、独身のため戸籍に同籍者がいない」（甲府家裁） 

といった例があるが、利害関係の大きい副次的要因がある場合がほとんどだ。また、判例では、先祖が使っていた旧字に戻し

たいという訴えが退けられた例がある。 

 外国人が国籍法によって帰化することにより、「氏」が発生する可能性がある。その場合、使える文字は、「常用漢字・ひら

がな、カタカナ」である。過去には日系ブラジル人の大量流入(環流現象)などがあったが、多くが旧日本「氏」を使ったよう

である。このばあい入国管理法の改正（１９９０年）による就労査証の発効の簡易化で、直接帰化できるようになったわけで

はない。 

 とにかく、現状では「氏」の発生は容易なことではないと言えるが、発生の有効な要素として外国人の帰化があげられる。 



５．諸外国の事例 

 諸外国での「氏」の扱いはどうなっているだろうか。実は「氏」の制度を持たない国や地域はかなりある。特にアラブ、イ

スラム圏の国々やアジア、アフリカには「氏」のない国が多くある。これらの国の多くでは、同名人と区別するために父の名

などを付加して表される。 

 イスラム圏で「氏」と思われがちの『家名』も、先祖の名前である「ナサブ」、出身地・所属部族・所属宗派を表す「ニスバ」、

尊称の「ラカブ」などの種類があり、名前に付加する場合もあるが「氏」とはみなされない。トルコとイランは、１９３０年

代に「創姓法」が制定され、すべての国民が姓を持つことが義務づけられたため上流階級は『家名』を姓とし、庶民は、父の

名、あだ名、居住地名、職業名、縁起のいい言葉をつけた。（ただ、１９９０年頃私の知り合いだったイラン人（テヘラン大学

生）は、「氏」は持たず、パスポートには、自分の名・父の名・祖父の名が並べて書いてあるということだったし、自分の息子

も同じように名付けたという） イスラム教では、神と自分の直接的関係を重視するので、「氏」による身分制度は、発達しな

かったのではないだろうか。 

 「氏」については、その国によって扱いが違うので個々について表にしてみた。なお、各国がそれぞれの事情で法の制定、

改正を頻繁に行っており、ここでは本題から逸れる恐れもあるので、基本的部分のみを取り上げる。また、各国の少数民族や

対立民族などは、その意向を無視されている場合も多く、ここでは反映できていない。それに、日本においても婚姻時に９割

近くが夫の氏を共通氏にしているように、それまでの習慣や社会性によって「氏」を選ぶことが多く、法律が必ずしも実情を

表してはいない。（国名は、通称を用いた） 

 

基本的に「氏」のない国 

モンゴル、カンボジア、ラオス、ミャンマー、インドネシア、マレーシア、アイスランド、ブルネイ、アルジェリア、リビア・

アラブ、エジプト、スーダン、イエメン、オマーン、ヨルダン、シリア、ルワンダ、 

基本的に夫婦別「氏」の国 

カナダ、大韓民国、イラン、クェート、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、モルダビア、アルメニア、アゼルバイジャン、カ

ザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギスタン、エストニア、ラトビア、デンマーク、ルーマニア、スペイン 

夫婦別「氏」の場合で子の「氏」が「父か母の氏」の選択制の国 

ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、モルダビア、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキス

タン、キルギスタン、エストニア、ラトビア、デンマーク、ルーマニア、ドイツ、中華人民共和国、 

国名 婚制氏 備考 子の氏 ２人以上の子の氏 備考 

ドイツ 同氏・別氏選択制  父か母の氏 共通 決められない場合

裁判所が決定 

オーストリア 同氏 夫の氏が優先    

スイス 同氏 夫の氏が優先。旧

氏、結合氏も可 

   

スウェーデン 同氏･別氏･結合氏   共通  

中華人民共和国 同氏･別氏･結合氏  父か母の氏   

台湾 同氏･別氏･結合氏     

フランス 民法上規定なし     

イギリス 民法上規定なし     

アメリカ合衆国 民法上規定なし 新設も可    

北朝鮮 民法上規定なし     

インド 夫の氏  父の氏   

タイ 夫の氏     

トルコ 同氏     

カナダ 完全別氏  父か母の氏  結合氏は２つまで

オーストラリア   自由   

ニュージーランド   自由   

イラン 別氏  父の氏   

クェート 別氏  父の氏   

日本 同氏 選択制 親の氏 共通  

フィンランド    共通  

ハンガリー    共通  

ポーランド 別氏  父の氏   

イスラエル   父の氏   

ベルギー   父の氏   

マレーシア 基本的になし  父の氏  父の氏がある場合 



スペイン 別氏  結合氏   

サウジアラビア   父の氏   

大韓民国 完全別氏  父の氏   

 

 スペインは、夫婦別「氏」制で、第１「氏」と第２「氏」を持つ。子の第１「氏」には父の第１「氏」を、第２「氏」には

母の第１「氏」を用いることになっていたが、「氏」の絶滅速度を緩めるため１９８１年に、成人した子はいつでも「氏」の順

序を入れ替えられるという政令(Nuevo régimen legal V)を出した。 

 アメリカ合衆国は、州によって法律が異なるが、「氏」の新設が比較的容易なので、「氏」の総数は、１００万以上に上る。 

 以上見てきたように国によって「氏」に対する考え方も全く違い認識もまた違う。 

 



６．まとめ 

 「氏」の発生と消滅を簡単に俯瞰してきたが、結論としては、その総数すらわからないし、減っているようだが、どのくら

いの数が減りつつあるのかも具体的には、わからないということになった。 

 こだわりを持っている人はいるが、「氏」というのは取り立てて重要なことではないのだろう。諸外国の多くを見てもそんな

印象を受ける。しかし、こうやって調べることにより、今まで知らなかったこと、見えなかった点が、眼前にまざまざと浮き

上がったことはたしかである。それについては、このレポートを読んでくださった各人が、いくらかでも同じように感じても

らえれば幸甚である。 

 個人的な気持ちとしては、「氏」に限らず、多様性と少数性（マイナー）が好みなので、特に希少氏の方は、自分の氏を大切

にしてほしいものである。 

 

 ひとつだけ付け加えると、「氏」を管理する民法及び戸籍法の存在理念についてだが、日本人に生まれれば当然この法律の適

用を受ける。そして帰化する外国人もそうだし、「〈日本人〉の境界」として取り上げたような人たちもそうであった。戦争や

その他の事情で海外に暮らす「棄民」と呼ばれる人たちはこの体制からはじかれてしまった人たちなのではないだろうか。こ

れは「氏」という家族制度を固定することによる民族性の維持、ひいては「国体」の維持ということであろう。天皇の元に臣

民が暮らす国ということである。しかし、これが一歩外に向かうと他民族・他国の否定ということになりかねない。この点だ

けは明記しておきたい。 

 

 

最後に講座でお世話になった講師の宮内泰介さん、「遊」の滝口さん、共にがんばった講座の仲間に感謝いたします。また取材

や調査で協力していただいた下記の組織・団体の皆様にもお礼申し上げます。（順不同） 

   札幌市中央図書館、北海道立図書館、宮城県図書館、北海道大学図書館本館、北海道大学図書館北別館、在日本朝鮮人

総聯合会北海道本部、札幌家庭裁判所、江良二三夫事務所(司法書士)。 
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